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計算書類に対する注記（小糸の郷拠点）
別紙2

1.重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法　　

　該当なし

（２）固定資産の減価償却及び評価方法

　①有形固定資産　定額法

　②無形固定資産　定額法

　③有形リース資産　

　   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上区分

　①賞与引当金

　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上する。

　②退職給付引当金

　　公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度における法人の負担する掛金額と同額

　を計上する。

　③徴収不能引当金

　　毎会計年度末において、徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を

　　徴収不能引当金に計上する。

3.採用する退職給付制度
該当なし

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

　（１）　小規模多機能小糸の郷の計算書類等

　　　　 （会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

　（２）　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

　　　　　　ア　「小規模多機能小糸の郷」

　（３）　拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

　　　　　　ア「小規模多機能小糸の郷」

当期末残高当期減少額当期増加額前期末残高基本財産の種類

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)

5.基本財産の増減の内容及び金額

土地 26,680,760 0 0 26,680,760

建物　 226,076,963 0 13,404,446 212,672,517

　 合 計 　 252,757,723 0 13,404,446 239,353,277

6.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特
別積立金の取崩し
該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 26,680,760 円

建物（基本財産） 212,672,517 円

計 239,353,277 円
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担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 228,683,000 円

計 228,683,000 円

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

当期末残高減価償却累計額取得価額

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

土地（基本財産） 26,680,760 0 26,680,760

建物（基本財産） 227,194,000 14,521,483 212,672,517

構築物 12,192,400 841,731 11,350,669

車輛運搬具 1,864,385 388,413 1,475,972

器具及び備品 4,270,970 819,083 3,451,887

　 合 計 　 272,202,515 16,570,710 255,631,805

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄 帳簿価額 時 価 評価損益

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし 0 0 0

　 合 計 　 0 0 0

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
ア　前期に施設整備補助金収益に計上すべき35,280,000円をつばさ拠点の補助金事業収益（公費）

　　に計上してしまったことで、国庫補助金当特別積立額の計上を失念してしまったため、

　　次のとおり修正しております。

　　国庫補助金等特別積立金積立額               35,280,000円（前期国庫補助金積立不足額）

　　国庫補助金等特別積立金取崩額                  173,460円（前期国庫補助金取崩不足額）　

イ　前期に施設整備補助金収益に計上した6,398,000円に対する国庫補助金等特別積立金積立額

　　の計上を失念してしまったため、次のとおり修正しております。

　　国庫補助金等特別積立金積立額                6,398,000円（前期国庫補助金積立不足額）

　　国庫補助金等特別積立金取崩額                   31,456円（前期国庫補助金取崩不足額）


